
薬
事
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

別
表
第
二
（
第
六
十
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
六
十
四
条
関
係
）

一
～
五
十
九

（
略
）

一
～
五
十
九

（
略
）

六
十

五
―
（
｛
四
―
［
（
二
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
二
Ｈ
―
イ
ン
ダ

（
新
設
）

ゾ
ー
ル
―
六
―
イ
ル
）
（
メ
チ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二

―
イ
ル
｝
ア
ミ
ノ
）
―
二
―
メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
ア
ミ
ド

（
別
名
パ
ゾ
パ
ニ
ブ
）
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の
製
剤

六
十
一
～
八
十
五

（
略
）

六
十
～
八
十
四

（
略
）

八
十
六

一
・
三
―
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）
―
一
―
ニ
ト
ロ

（
新
設
）

ソ
尿
素
（
別
名
カ
ル
ム
ス
チ
ン
）
及
び
そ
の
製
剤

八
十
七
～
百
二
十

（
略
）

八
十
五
～
百
十
八


